
　

子
育
て
中
の
保
護
者
か
ら

「
苦
し
い
思
い
を
し
な
が
ら

も
頑
張
っ
て
い
る
が
、
う
ま

く
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ど
う
し
て
よ
い
の
か
分
か
ら

な
い
」と
い
う
悩
み
が
聞
か

れ
ま
す
。
少
子
化
や
核
家
族

化
の
時
代
、
子
育
て
経
験
の

少
な
さ
や
祖
父
母
の
協
力
を

得
る
こ
と
が
難
し
い
中
の
子

育
て
、
不
安
が
次
々
と
わ
き

上
が
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
子
育
て
の
不
安
を

少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
、

市
で
は「
ハ
ッ
ピ
ー
子
育
て

講
座
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
参
加
型
の
親
学
習

プ
ロ
グ
ラ
ム（
自
分
自
身
の

子
育
て
の
振
り
返
り
・
子
育

て
に
必
要
な
知
識
や
ス
キ
ル

の
学
習
等
）や
、
各
方
面
の

専
門
家
に
よ
る
子
育
て
に
役

立
つ
お
話
な
ど
で
す
。

　

子
育
て
中
の
お
父
さ
ん
・

お
母
さ
ん
同
士
や
、
時
に
は
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
も
、
皆
さ
ん
で
時
間

を
共
有
し
な
が
ら
、
子
育
て

の
悩
み
や
疑
問
を
減
ら
す

こ
と
で
、
楽
し
い
子
育
て
に

つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　
「
ハ
ッ
ピ
ー
子
育
て
講
座
」

は
、
市
内
の
全
小
学
校
で
開

催
す
る
ほ
か
、
希
望
に
よ
り

幼
稚
園
、
保
育
園
、
認
定
こ

ど
も
園
、
小
規
模
保
育
施
設
、

中
学
校
等
で
も
開
催
し
ま
す
。

詳
細
は
各
学
校
・
施
設
等

ま
た
は
左
記
へ
。

　
生
涯
学
習
課

　
　
　
　
　

☎
（21）
２
４
９
０

55
「
楽
し
い
子
育
て
に

  

つ
な
げ
ま
し
ょ
う
」

都賀総合支所 別館2階 大会議室／
都賀市民生活課☎（29)1124

相談業務の案内 相談は無料で秘密厳守です。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。

相　　　談 日　時 場所／問合先

〇宅地建物相談(事前に要予約)
(土地･建物の売買や賃貸借、
所有と管理に関する相談)

5月12日(金)､26日(金)
6月9日(金)､23日(金)
各日10時～12時
5月18日(木)
　　10時～12時

5月2日(火)､16日(火)
　　9時～12時

5月19日(金)
　　10時～12時

本庁舎2階 市民相談室／
市民生活課☎（21)2122

本庁舎2階 市民相談室／
市民生活課☎（21)2122

大平地域福祉センター ふるさとふれ
あい館／社会福祉協議会大平支所
☎（43)0294

○市民相談
(日常生活の問題など)
○消費生活相談
(商品やサービスなど消費生活
全般に関する相談)

月～金曜日
　　９時～17時

月～金曜日
　　９時～16時

本庁舎2階 市民相談室／
市民生活課☎（21)2122

本庁舎2階 市民相談室／
市民生活課☎（21)2122

入舟庁舎／
消費生活センター☎（23)8899

○人権相談

○いじめ相談電話

月～金曜日
　　８時30分～17時15分

月～金曜日
　　９時～17時
※土・日・祝日・時間外は
　留守番電話・FAX

本庁舎／
青少年育成センター☎（24)0667
■FAX （21)2690

西方総合支所1階 会議室／
西方市民生活課☎（92)0308

大平総合支所1階 相談室／
大平市民生活課☎（43)9211○合同相談

(行政相談・人権相談)
(４月から日程と会場を一部
変更しています。)

　※５月２３日（西方会場)は
　　移動県民相談あり

○就労支援相談(事前に要予約)
(40歳未満の就労相談)

○障がい児者相談
(福祉サービスの利用･障がい
を理由とする差別･合理的配慮
及び虐待防止に関する相談)

○青少年相談
(非行問題･不登校など)

○家庭児童相談(0～17歳の
子どもとその家族)
○ドメスティック・バイオレ
ンス相談
(配偶者等からの暴力)

月～金曜日
　　９時～17時

月～金曜日
　　９時～16時

月～金曜日
　　９時～16時

月～金曜日
　　８時30分～17時15分

第1･3月曜日(祝日を除く)
　　13時～21時
第1･3土曜日(祝日を除く)
　　17時～21時

本庁舎／
青少年育成センター☎（23)6566
■FAX （21)2690
本庁舎／家庭児童相談室(子育て支援
課内)☎（21)2227

栃木勤労青少年ホーム☎（22)3113

本庁舎／
子育て支援課☎（21)2229

本庁舎／
障がい児者相談支援センター(障がい
福祉課内)☎（21)2235､（21)2236､
（21)2208 　■FAX （21)2682

第2･4月曜日(祝日を除く)
　　13時～21時
第1･3土曜日(祝日を除く)
　　13時～16時

大平勤労青少年ホーム☎（43)5191

大平隣保館☎（43)6611
　　0120-46-7830
厚生センター☎（24)2444
人権・男女共同参画課☎（21)2161

大平隣保館2階 相談室☎（43)6611
　　0120-46-7830

藤岡公民館1階 研修室／
藤岡市民生活課☎（62)0905

○法律相談（事前に要予約)
(栃木市社会福祉協議会主催)

5月18日(木)
　　10時～12時
6月14日(水)
　　10時～12時
6月27日(火)
　　10時～12時
5月23日(火)※
　　13時30分～15時30分
6月15日(木)
　　13時30分～15時30分

6月19日(月)
　　10時～12時
6月27日(火)
　　10時～12時

都賀総合支所 別館2階 会議室／
都賀市民生活課☎（29)1124

藤岡公民館1階 研修室／
藤岡市民生活課☎（62)0905

西方総合支所1階 会議室／
西方市民生活課☎（92)0308

5月23日(火)
　　10時～12時
6月15日(木)
　　10時～12時

岩舟総合支所1階 相談室／
岩舟市民生活課☎（55)7763

岩舟総合支所1階 相談室／
岩舟市民生活課☎（55)7763

５
月
は
消
費
者
月
間

「
行
動
し
よ
う

  

消
費
者
の
未
来
へ
」

 

　

消
費
者
を
取
り
巻

く
環
境
は
日
々
変
化

し
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
洗
濯
表
示
が
世

界
規
格
に
変
わ
り
、

食
品
表
示
は
法
に
よ
り
統
一
表
示

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
電
気
・

ガ
ス
の
小
売
自
由
化
な
ど
、
契
約

の
内
容
や
方
法
、
支
払
い
の
方
法

な
ど
変
化
し
続
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
消
費
者
は
品
質
や
価
格

に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
が

難
し
く
、
事
業
者
と
比
べ
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
必
要
な
情
報

に
格
差
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
原
因
で
消
費
者
問
題

が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
消
費
者
月
間
」の
期
間
中
は
、

消
費
者
、事
業
者
、行
政
が
一
体
と

な
っ
て
、
消
費
者
問
題
に
関
す
る

教
育・啓
発
等
の
事
業
を
行
い
ま
す
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
ご
存
知
で

す
か
？

　

栃
木
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

は
、
市
民
の
皆
さ
ん（
＝
消
費

者
）が
安
心
し
て
消
費
活
動
を

行
え
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
提
供
や
消
費
者
被
害
に

遭
わ
な
い
た
め
の
啓
発
活
動
や

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
商
品

の
購
入
、
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
な

ど
に
つ
い
て
疑
問
に
思
っ
た
り
、

困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

消
費
生
活
相
談
員
が
地
域

で
行
う
出
前
講
座「
悪
質
商
法

か
ら
身
を
守
る
た
め
に
最
新
の

手
口
を
知
ろ
う
！
」も
行
っ
て

い
ま
す
。
自
治
会
行
事
や
仲
間

内
の
勉
強
会
な
ど
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

  (

入
舟
庁
舎
／
☎
（23）
８
８
９
９)

スマホ・タブレットのアプリやネットサービスで広報とちぎを配信しますスマホ・タブレットのアプリやネットサービスで広報とちぎを配信します
「広報とちぎ」をより多くの方に読んでいただくため、下記の３つのサービスにて、広報とちぎの配信をはじめました。お好みに合わせて、ぜひご利用ください。

5月9日(火)､23日(火)
　　10時～12時

◆アプリでの閲覧に「マチイロ」
　スマートフォンやタブレットなどの専用アプリに広報紙
が配信されます。右記のＱＲコードより、アプリをダウン
ロードしてご利用ください。また、市外にお住まいの方
でも、お住まいの地域の広報紙と併せて、広報とちぎを
ご覧いただけます。
※アプリ利用中に、運営会社による広告が表示される
　ことがありますが、内容等に関して栃木市は一切責任を負いません。

◆栃木県の電子書籍の閲覧に「TOCHIGI ebooks」
　インターネット上で、栃木県の電子書籍を無料で閲覧できる、
地域特化型電子書籍ポータルサイトです。県内の広報紙・
誌や観光パンフレットなどをご覧いただけます。

             トチギイーブックスウェブサイト
     http://www.tochigi-ebooks.jp/

◆ＳＮＳでの共有に「マイ広報紙」
　広報とちぎを、広く開かれた利用ができる「オープンデータ」形式で読む
ことができます。個別の記事ごとに閲覧でき、TwitterやFacebook等のSNS
で、自由に共有・シェアすることができます。また、記事の本文も含めて内容を
検索することが可能です。
　下のウェブサイトに接続後「広報とちぎ」で検索してください。

　　　　　  マイ広報紙ウェブサイト　https://mykoho.jp/
※最新号の掲載まで、各号の発行日から１週間～10日程度かかります。
※写真やイラスト等は省いた記事となります。

問合先　シティプロモーション課　☎(21)2318

○弁護士相談（事前に要予約)
(弁護士が法的な見解等を助
言)
(４月から日程と会場を一部
変更しています。)
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